
項 目 内容 適 不適 無

1　基本方針 利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援
し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとなっていますか。

□ □ □

要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿
泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食
事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有す
る能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものと
なっていますか。

□ □ □

項 目 内容 適 不適 無

1　従業者の配置
の基準

夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供（以下サー
ビスの提供とする）に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者（以下従業者とする）と
して次に掲げるものを配置していますか。

（看護小規模多
機能型居宅介護
従業者）

ア　通いサービスの提供に当たる者
　　常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上 □ □ □

イ　訪問サービスの提供に当たる者
　　常勤換算方法で、2以上 □ □ □

夜間及び深夜の時間帯を通じてサービスの提供に当たる従業者として夜間及び深夜の勤務
（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。）に当たる者及び
宿直勤務に当たる者を次のとおり配置していますか。

【夜間及び深夜の時間帯】午後　　　　　時　～　午前　　　　　時

ア　夜間及び深夜の勤務に当たる者　1以上
イ　宿直勤務に当たる者　当該宿直勤務に必要な数以上

※宿泊サービスの利用者が居ない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に
対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、置かないこ
とができます。

□ □ □

従業者の配置に係る利用者の数は、前年度の平均値により算定を行っていますか。
ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 □ □ □

従業者のうち、1以上の者は常勤の保健師又は看護師ですか。
□ □ □

従業者のうち、常勤換算で2.5以上の者は、保健師、看護師又は准看護師（看護職員）で
すか。 □ □ □

通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、1以上の者は、看護職員で
すか。 □ □ □

従業者が兼務を行う場合は、次の基準を満たしていますか。

事業所に次の各号のいずれかに該当する施設等が併設されている場合において、前記に規
定する人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関
する基準を満たす従業者を置いているときは、当該従業者は、当該各号に掲げる施設等の
職務に従事することができる。
(1)指定認知症対応型共同生活介護事業所
(2)指定地域密着型特定施設
(3)指定地域密着型介護老人福祉施設
(4)指定介護療養型医療施設（有床診療所に限る。）
(5)介護医療院

□ □ □

【サテライト】 サテライト型事業所において従業者の配置の基準の緩和を受ける場合は、次の基準を満た
していますか。

サテライト型事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる従業者については、本体事業
所の職員により当該サテライト型事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められると
きは、2人以上とすることができる。

□ □ □

サテライト型事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直
勤務を行う従業者により当該サテライト型事業所の登録者の処遇が適切に行われると認め
られるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う従業者を置かないことがで
きる。

□ □ □

サテライト型事業所については、看護職員の員数は、常勤換算方法で1以上とする。
□ □ □

Ⅱ　人員に関する基準

【記載に当たっての留意事項】
・項目中【サテライト】はサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る項目です。特段の記載が無い場合、全事
業に共通の項目です。

Ⅰ　基本方針
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（介護支援専門
員）

登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事す
る介護支援専門員を配置していますか。

兼務の場合、当該事業所の従業者または同一敷地内・隣接の指定認知症対応型共同生活介
護事業所・指定地域密着型特定施設・指定地域密着型介護老人福祉施設・指定介護療養型
医療施設（有床診療所に限る。）・介護医療院の職務に従事していますか。
（兼務職種：　　　　　　　　　　　　　　　）

実践者研修と小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了していますか。
□ □ □

【サテライト】 サテライト型指定事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト
型事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専
門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する実践者研修と小規
模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了している者（研修修了者）を置くことが
できる。

□ □ □

2　管理者 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を配置していますか。

兼務の場合、当該事業所の従業者または同一敷地内・併設の指定認知症対応型共同生活介
護事業所・指定地域密着型特定施設・指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型
医療施設（有床診療所に限る。）、介護医療院となっていますか。
（兼務職種：　　　　　　　　　　　　　　　　）

実践者研修と認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している者、又は保健師若しく
は看護師ですか。 □ □ □

特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定
小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サー
ビス事業所等の職員又は訪問介護員等として、３年以上認知症である者の介護に従事した
経験がある者ですか。

□ □ □

【サテライト】 サテライト型事業所については、次の基準を満たしていますか。

※事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。

□ □ □

3　代表者 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定
小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サー
ビス事業所等の従事者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験
を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者
ですか。

□ □ □

認知症対応型サービス事業開設者研修を受講していますか。
□ □ □

項 目 内容 適 不適 無

1　登録定員及び
利用定員

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員（登録者の数の上限をいう）を
29人（サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人）以下とし
ていますか。

□ □ □

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及
び宿泊サービスの利用定員（当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービ
スごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。）を定めていますか。

(1)通いサービス
登録定員の2分の1から15人（登録定員が25人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事
業所にあっては登録定員に応じて、次に定める利用定員、サテライト型指定看護小規模多
機能型居宅介護事業所にあっては12人）まで

登録定員：利用定員
・26人又は27人：16人
・28人：17人
・29人：18人

□ □ □

(2)　宿泊サービス
通いサービスの利用定員の3分の1から9人（サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介
護事業所にあっては、6人）まで

□ □ □

2　設備及び備品 食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室、台所、消火設備その他非常災害に際して必
要な設備、その他サービス提供に必要なその他の設備・備品等を備えていますか。 □ □ □

居間及び食堂の面積は、機能を十分に発揮しうる適当な広さ（１人当たり３㎡以上）を確
保していますか。 □ □ □

□ □

Ⅲ　設備に関する基準

□ □ □

□
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2　設備及び備品 宿泊室・個室の定員は１人、延床面積は７．４３㎡以上で（利用者の処遇上必要と認めら
れる場合は２人でも可）になっていますか。

※事業所が病院又は診療所である場合にあって定員が１人である宿泊室の床面積について
は６．４㎡以上とすることができます。
※事業所が診療所である場合であって、利用者へのサービスの提供に支障が無い場合に
は、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができます。

□ □ □

個室以外の宿泊室の合計面積が１人あたり概ね７．４３㎡以上でプライバシーが確保され
た構造となっていますか。（プライバシーを確保された居間の面積も含めてよい。） □ □ □

消火器の設置について、利用者が直接触れることができない措置を講じていますか。
□ □ □

項 目 内容 適 不適 無

1　内容及び手続
の説明及び同意

サービスの提供開始前に、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記載
した文書（重要事項説明書）を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者
の同意を得ていますか。

□ □ □

重要事項説明には次の内容が記載されており、その内容はわかりやすいものとなっていま
すか。
①　事業者（法人）の情報 □ □ □

②　事業所の情報 □ □ □

③　事業の目的と運営方針 □ □ □

④　事業実施地域、営業時間、定員等 □ □ □

⑤　従業員の職種、員数及び職務内容 □ □ □

⑥　サービスの概要 □ □ □

⑦　利用料、その他の費用の額及び支払い方法について □ □ □

⑧　非常災害対策 □ □ □

⑨　緊急時の対応 □ □ □

⑩　協力医療機関等 □ □ □

⑪　損害賠償の方法 □ □ □

⑫　秘密の保持と個人情報の保護 □ □ □

⑬　看護小規模多機能型居宅介護（予防含む）計画 □ □ □

⑭　身体拘束等について □ □ □

⑮　苦情処理の体制 □ □ □

⑯ 提供するサービスの第三者評価の実施状況
（実施の有無、直近の実施年月日、評価機関の名称、結果の開示状況） □ □ □

⑰　運営推進会議の概要 □ □ □

⑱　その他サービスの選択に資すると認められる重要事項 □ □ □

2　提供拒否の禁
止

事業者は、正当な理由なく看護小規模多機能型居宅介護の提供を拒んでいませんか。
□ □ □

3　サービス提供
困難時の対応

実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合、居宅介護支援事業者への連絡や他の事業所
等の紹介等を行っていますか。 □ □ □

利用申込者の被保険者証で被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を
確認するとともに介護保険負担割合証で負担割合を確認していますか。
（具体的な方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ □ □

被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、サービス提供を行うに際し､その
意見を考慮していますか。 □ □ □

利用申込者が要介護認定等を受けていない場合に、要介護認定申請のために必要な援助を
行っていますか。 □ □ □

有効期間が終了する３０日前には、要介護認定の更新申請が行われるように必要な援助を
行っていますか。 □ □ □

6　心身の状況等
の把握

サービスの提供に当たって、サービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、その置
かれている環境、その他保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めて
いますか。

□ □ □

サービスの提供に当たっては、居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サー
ビスを提供する者との密接な連携を行っていますか。 □ □ □

サービスの提供に当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接
な連携を行っていますか。 □ □ □

Ⅳ　運営に関する基準

4　受給資格等の
確認

7　居宅サービス
事業者等との連
携

5　要介護認定の
申請に係る援助
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サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うととも
に、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は
福祉サービスを提供する者との密接な連携を行い情報提供を行っていますか。 □ □ □

8　身分を証する
書類の携行

訪問サービスの従業者は、身分を証する書類を携行し、面接時、初回訪問時と利用者・そ
の家族から求められた際は、提示するように指導していますか。 □ □ □

サービスを提供した際に、提供日、提供した具体的なサービスの内容、保険給付の額等そ
の他必要な事項を居宅サービス計画記載の書面等に記録していますか。 □ □ □

利用者からの申出があった場合に、文書の交付等の方法によりその情報を利用者に対して
提供していますか。 □ □ □

利用者に対するサービス提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存して
いますか。 □ □ □

利用者負担として、地域密着型サービス費用基準額から利用者負担額に応じた支払いを受
けていますか。 □ □ □

利用料に法定代理受領サービスに該当する場合とそれ以外との間で不合理な差額を生じさ
せていませんか。 □ □ □

利用料のほかには、次の費用の額以外の支払いを受けていませんか。 □ □ □

① 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う
送迎費用

② 利用者の選択により通常の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを実施す
る場合の交通費

③　食事の提供に要する費用

④　宿泊に要する費用

⑤　オムツ代

⑥ サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる
ものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

利用料等の支払いを受ける際は、利用者に対し領収書を交付していますか。
□ □ □

領収書には、保険給付の対象額とその他の費用を区分して記載し、その他の費用について
はさらに個別の費用ごとに区分して記載していますか。 □ □ □

12　保険給付の
請求のための証
明書の交付

法定代理受領サービスに該当しない利用料の支払を受けた場合、内容、費用等を記載した
サービス提供証明書を利用者に交付していますか。 □ □ □

利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に
行っていますか。 □ □ □

自らの提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部のものによる評価を受
けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図っていますか。 □ □ □

自己評価は、各事業所が、自らのサービスを評価・点検することによりサービスの改善及
び質の向上を目的として実施し、結果を運営推進会議において報告した上で、公表してい
ますか。

□ □ □

自己評価結果・外部評価の公表については、利用者並びに利用者の家族へ提供するほか、
事業所内の外部の者にも確認しやすい場所に掲示する方法等工夫していますか。 □ □ □

14 看護小規模
多機能型居宅介
護の具体的取扱
方針

地域住民との交流や地域活動の参加を図りつつ、利用者の病状、心身の状況、希望及びそ
の置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に
組み合わせていますか。

□ □ □

利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配
慮してサービスの提供を行っていますか。 □ □ □

看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の
機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行っていますか。 □ □ □

サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対
し、サービスの提供等について説明を行っていますか。 □ □ □

15　身体拘束等 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は
身体を保護するため緊急やむを得ない場合にのみ限っていますか。 □ □ □

緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には、その態様及び時間、その利用者の心身の状
況、緊急やむを得なかった理由を記録していますか。 □ □ □

11　領収証の交
付

9　サービス提供
記録の整備

10　利用料等の
受領

13　看護小規模
多機能型居宅介
護の基本取扱方
針
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16 利用者数及
び日数

通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態（１／３以下）となっていま
せんか。 □ □ □

利用者が通いサービスを利用していない日においても、訪問サービス・電話連絡等による
見守り等適切なサービスを提供していますか。 □ □ □

通いサービスと訪問サービスをあわせて概ね週４日以上提供していますか。
※訪問サービスは、身体介護に限られないため、利用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で
声かけ等行っている場合も回数に含めて差し支えありません。

□ □ □

看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、看護小規模多機能
型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行っ
ていますか。

□ □ □

看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、サー
ビスの提供を行っていますか。 □ □ □

特殊な看護等を行っていませんか。
□ □ □

17　主治の医師
との関係

事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提
供されるよう、必要な管理を行っていますか。 □ □ □

看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けていますか。
※事業所が病院又は診療所である場合にあっては、主治の医師の文書による指示は、診療
記録への記載をもって代えることができます。 □ □ □

主治の医師に看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を
提出し、看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図っていますか。
※事業所が病院又は診療所である場合にあっては、看護小規模多機能型居宅介護報告書の
提出は、診療記録への記載をもって代えることができます。

□ □ □

介護支援専門員に登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させていますか。
□ □ □

登録者の居宅サービス計画作成に際しては、指定居宅介護支援等基準条例第１３条各号に
掲げる具体的取扱方針に沿って行っていますか。 □ □ □

19　法定代理受
領サービスに係
る報告

滋賀県国民健康保険団体連合会に対して、居宅サービス計画に位置づけられている法定代
理受領サービスに関する情報を文書（給付管理票）で提出していますか。 □ □ □

20　利用者に対
する居宅サービ
ス計画等の書類
の交付

登録者が他の看護小規模多機能居宅介護事業者の利用を希望する場合、当該登録者に対し
て、居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付していますか。

□ □ □

事業所の管理者は、介護支援専門員（介護支援専門員を配置していないサテライト型指定
看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者）に看護小規模多機能型居宅
介護計画の作成に関する業務を、看護師等（准看護師を除く。）に看護小規模多機能型居
宅介護報告書の作成に関する業務を担当させていますか。

□ □ □

介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、看護師等と密
接な連携を図りつつ行っていますか。 □ □ □

介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における
活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものと
なるように努めていますか。

□ □ □

介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他
の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するため
の具体的なサービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作成するとと
もに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサー
ビス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行っていますか。

□ □ □

介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容につ
いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ていますか。 □ □ □

介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該看護小規模
多機能型居宅介護計画を利用者に交付していますか。 □ □ □

介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に看護小規
模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じ
て看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行っていますか。

□ □ □

看護師等（准看護師を除く。）は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模多
機能型居宅介護報告書を作成していますか。 □ □ □

18　居宅サービ
ス計画の作成

21　看護小規模
多機能型居宅介
護計画及び看護
小規模多機能型
居宅介護報告書
の作成
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利用者の心身の状況に応じて、利用者がその自主性を保ち、意欲的に日々の生活が送るこ
とができるよう、必要な介護サービスの提供又は必要な支援を行っていますか。 □ □ □

介護サービスの提供に際しては、利用者の人格に十分配慮していますか。
□ □ □

小規模多機能型居宅介護サービスを、利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービ
スの拠点における看護小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてい
ないか。

□ □ □

利用者と従業者が食事、清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリエーション、行事等を
可能な限り共同で行うことによって良好な人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常
生活が送れるようにすることに配慮していますか。

□ □ □

画一的なサービスを提供するのではなく、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意
向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めていますか。 □ □ □

日常生活上必要な行政手続等について利用者又はその家族が行うことが困難な場合は、同
意を得て代わって行っていますか。 □ □ □

常に利用者の家族との連携を図り、利用者とその家族との交流等の機会を確保するように
努めていますか。 □ □ □

24　利用者に関
する市町村への
通知

事業者は、サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞な
く、意見を付してその旨を市町村に通知していますか。

(1)　正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態
の程度を増進させたと認められるとき。
(2)　偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

□ □ □

25　緊急時等の
対応

サービス提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合
は、速やかに主治医又は協力医療機関への連絡等の必要な措置を講じていますか。 □ □ □

看護職員は必要に応じて臨時応急の手当てを行っていますか。
□ □ □

26　管理者の責
務

管理者は、当該事業所の従業者の管理及び当該事業の利用の申込に係る調整、業務の実施
状況の把握その他の管理を一元的に行っていますか。又、従業者に運営に関する基準の規
定を遵守させるため必要な指揮命令を行っていますか。

□ □ □

27　運営規程 運営規程には次の重要事項が定められていますか。

①　事業の目的及び運営の方針 □ □ □

②　従業員の職種、員数及び職務の内容 □ □ □

③　営業日及び営業時間 □ □ □

④　登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 □ □ □

⑤　指定看護小規模多機能型居宅介護の内容、利用料及びその他費用の額 □ □ □

⑥　通常の事業の実施地域 □ □ □

⑦　サービス利用にあたっての留意事項 □ □ □

⑧　緊急時等における対応方法 □ □ □

⑨　非常災害対策 □ □ □

⑩　身体拘束等の禁止 □ □ □

⑪　衛生管理、苦情処理、個人情報の保護　秘密の保持 □ □ □

⑫　運営推進会議 □ □ □

⑬　その他運営に関する留意事項 □ □ □

28　勤務体制の
確保

事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表（予定と実績）を作成し、従業者の日々の勤務
時間、常勤・非常勤の別、看護職員、介護職員の配置、管理者との兼務関係を明確にして
いますか。

□ □ □

全ての従業者（非常勤従業者も含む）に、雇用契約書等による勤務条件の明示を行ってい
ますか。 □ □ □

事業所の従業者以外の者によって、サービス提供を行っていませんか。（委託の禁止）
※調理、洗濯、清掃等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者へ
委託等を行うことができます。

□ □ □

22　介護等

23　社会生活上
の便宜の提供等
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従業者の資質の向上のため、計画的な研修の機会を確保していますか。

➢全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規
定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知
症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じていますか。

□ □ □

29　業務継続計
画の策定等

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、非常
時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該計画に従い必要
な措置を講じていますか。

□ □ □

従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し
ていますか。

□ □ □

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っていますか。 □ □ □

29　定員の遵守 災害等のやむ得ない事情がある場合を除き、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービ
スの利用定員を超えてサービス提供を行っていないか。 □ □ □

30　非常災害対
策

非常災害に関する具体的な計画を立てていますか。
□ □ □

非常災害時の関係機関への通報・連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する
とともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っていますか。 □ □ □

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めていますか。
□ □ □

防火管理者を選任していますか。
□ □ □

あらかじめ協力医療機関を定めていますか。またあらかじめ協力歯科医療機関を定めてお
くよう努めていますか。少なくとも１の協力医療機関について、本市の区域内に所在する
ものとしていますか。

□ □ □

サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介
護老人保健施設、介護医療院、病院等のバックアップ施設との間の連携及び支援の体制を
整えていますか。

□ □ □

32　衛生管理等 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に
努め、又は衛生上必要な措置を講じていますか。 □ □ □

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じていま
すか。

①当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テ
レビ電話装置等を活用して行うことができる。）をおおむね６月に１回以上開催するとと
もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
②当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
③当該事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び
訓練を定期的に実施すること。

過去３年間のレジオネラ属菌検査実施日
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ □ □

従業者に対して、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこ
とがないよう、必要な措置を講じていますか。 □ □ □

従業者が退職後においても、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密
を漏らすことがないよう、必要な措置を講じていますか。 □ □ □

サービス担当者会議等において、利用者に関する個人情報を用いる場合は利用者の同意、
利用者の家族に関する個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得
ていますか。

□ □ □

利用者の記録は、鍵のかかる書庫（ガラス戸ではないもの）に保管する等、プライバシー
の保護に配慮していますか。 □ □ □

33　掲示 事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、その他の利用申込者
のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示していますか。 □ □ □

35　広告 内容が虚偽又は誇大なものになっていませんか。
□ □ □

36　居宅介護支援
事業者に対する利
益供与の禁止

居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービス
を利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していませんか。 □ □ □

34　秘密保持等

31　協力医療機
関等
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相談窓口（当該事業所、市町村、国民健康保険団体連合会）、苦情処理の体制及び手順
等、苦情を処理するための措置の概要を重要事項説明書に記載するとともに事業所内に掲
示していますか。

□ □ □

苦情を受けた場合は、組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、苦情
の内容等を記録していますか。 □ □ □

上記の記録について、そのサービスを提供した日から５年間保存していますか。
□ □ □

利用者からの苦情に関して、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は
助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行っていますか。 □ □ □

市町村から求めがあった場合には、上記について改善の内容を報告していますか。
□ □ □

利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国
民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行っ
ていますか。

□ □ □

国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、上記について改善の内容を報告して
いますか。 □ □ □

苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を
踏まえ、サービスの向上に向けた取組を自ら行っていますか。 □ □ □

38　調査への協
力等

妥当適切なサービスの提供が行われているかどうかを確認するために市が行う調査に協力
し、市の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を
行っているか。

□ □ □

39　地域等との
連携

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する区域を管轄する地域包括支
援センターの職員、看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成さ
れる協議会（以下この項目において「運営推進会議」という。）を設置していますか。

□ □ □

運営推進会議について、おおむね２月に１回以上開催していますか。
□ □ □

運営推進会議において、事業所の活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要
望、助言等を聴く機会を設けていますか。 □ □ □

上記について、報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録
を公表していますか。 □ □ □

上記の記録について、その記録を行った日から５年間保存していますか。 □ □ □

複数の事業所の運営推進会議を合同で開催する場合、次に掲げる条件を満たしています
か。

・利用者と利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護するこ
と。
・同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク
形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する
事業所であっても差し支えない。

□ □ □

地域住民またはその自発的な活動等との連携と協力を行う等地域との交流を図っています
か。

□ □ □

利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市
町村が実施する事業に協力するよう努めていますか。 □ □ □

事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合に
は、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービスの提供を行うよう努めていま
すか。

□ □ □

40　居住機能を
担う併設施設等
への入居

利用者が、併設する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指
定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設（有床診療所に限る。）、介護
医療院へ入所を希望した場合は、円滑にそれらの施設への入所等が行えるよう必要な措置
を講じていますか。

□ □ □

サービス提供時に事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を講じるとともに、利用者
の家族、市町村に連絡を行っていますか。 □ □ □

事故の状況、事故に際して採った処置について記録していますか。
□ □ □

上記の記録について、そのサービスを提供した日から５年間保存していますか。
□ □ □

賠償すべき事態が生じた場合、速やかに損害賠償を行える体制（損害賠償保険に加入等）
をとっていますか。 □ □ □

事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止策を講じていますか。
□ □ □

事故対応マニュアルを整備していますか。
□ □ □

41 事故発生時の
対応

37　苦情処理
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42　会計の区分 事業者は、看護小規模多機能型居宅介護事業の会計とその他の事業の会計を区分していま
すか。 □ □ □

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備していますか。
□ □ □

利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年
間保存しているか。
・居宅サービス計画
・看護小規模多機能型居宅介護計画
・身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由の記録
・主治の医師による指示の文書
・看護小規模多機能型居宅介護報告書
・提供した具体的なサービスの内容等の記録
・市への通知に係る記録
・苦情の内容等の記録
・事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
・報告、評価、要望、助言等の記録

□ □ □

44 高齢者虐待
防止等

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じています
か。

①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し
て行うことができる。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知
徹底を図ること。
②事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
③事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
④①から③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

□ □ □

45  電磁的記録等

１ 指定地域密着型（介護予防）サービス事業者及び指定地域密着型（介護予防）サービスの提
供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例の規定において書面（被保
険者証に関するものを除く。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面
に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

２ 指定地域密着型（介護予防）サービス事業者及び指定地域密着型（介護予防）サービスの提
供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」とい
う。）のうち、条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについて
は、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法によることができる。

□ □ □

46　変更の届出 指定申請事項等に変更があった場合、速やかに変更届を草津市長に提出していますか。
□ □ □

47 集団指導の
伝達

草津市が実施した直近の集団指導の内容について、事業所職員に周知していますか。
□ □ □

43　記録の整備
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